
減災目標について

北海道防災会議地震火山対策部会地震専門委員会
地震防災対策における減災目標設定に関するワーキンググループ（第１９回）
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目的

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震により想定される被害を最小化するため、ハード・ソフト両
面からの総合的な対策等についてとりまとめる。

基本目標

「命を守る」
ハード・ソフト両面からの総合的な対策を推進することにより一人でも多くの命を守る

「被害を最小限に抑える」
延焼防止対策等を推進することにより、各般にわたり発生する被害を最小限に抑える

「迅速かつ確実に復旧・復興する」
１日も早く元の生活に戻れるよう迅速かつ確実に復旧・復興する
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基本理念

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定を踏まえ、「何としても命を守る」ことを主眼と
して、地震・津波対策をハード・ソフトの両面から総合的に実施することにより、想定される被害
をできる限り軽減することを目指す。



減災目標「被害を〈いつまでに、どの程度〉軽減」を設定
これまで取り組んできた防災訓練や防災教育などの対策を継続、避難施設や避難路の整備などのハード対策並びにそれら

避難施設等の適正かつ有効な活用方法及び迅速かつ適切な避難行動に関する防災教育を中心としたソフト対策、内陸・高台
部の発展にも目を向け、有事に備えた防災・減災対策と地域成長を両立させる地域づくりの検討を行うなどの対策を実施す
ることにより目標の達成を目指す。

減災目標

日本海溝・千島海溝沿いの地域特性を踏まえた取組

○防災教育の充実
積雪寒冷地特有の課題を踏まえた防災教育・防災訓練等を体系的に推進
○積雪寒冷対策
積雪等により、避難に時間を要する事などの積雪寒冷地特有の課題を踏まえた適切な応急対策を推進
○低体温症のリスク低減
屋内外で長時間寒冷状況にさらされることなどによる低体温症のリスクを低減する対策を推進
○要配慮者への配慮
積雪寒冷や、深夜の時間帯に地震が発生した場合における、要配慮者の安全で確実な避難の確保
○自動車避難の検討
地域の実情に応じた、自動車による避難の検討の促進
○広域応援体制の構築
市町村間のみならず都道府県間の支援が機能的に行われる枠組の検討 など
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施策体系

中間報告書で示された体系を基本として、国の推進基本計画の施策も組み入れて施策体系を構築

３つの基本政策の下に７つの政策の柱を設け、基本施策３１分野、１７６の行動計画に整理

Ⅱ 地域の防災組織等の強化

地域防災力の強化

１ 道民への意識啓発 〈３〉
２ 津波避難意識の向上 〈２〉
３ 防災教育の推進及び防災訓練の実施 〈５〉

災害に強い地域づ
くりの推進

地域特性に応じ
た防災体制の整
備

Ⅰ 防災意識の高揚

Ⅲ 耐震化の推進

Ⅳ 災害に強い施設づくり

Ⅴ 防災体制の強化

Ⅵ 災害応急体制の整備

Ⅶ 被災後の生活安全対策の準備

１ 自主防災組織活動の推進 〈４〉
２ 消防団活動の推進 〈２〉
３ 企業防災活動の活性化 〈３〉

１ 民間建築物の耐震化 〈５〉
２ 公共施設・構造物の耐震化 〈６〉

１ 避難場所・避難所の確保 〈９〉
２ 津波に強い地域構造の構築 〈９〉

１ 地震・津波に関する調査研究の推進 〈２〉
２ 地震対策推進の強化 〈15〉
３ 災害対策体制の強化 〈14〉
４ 帰宅困難者・滞留者対策の推進 〈２〉
５ 情報収集伝達体制の強化 〈20〉
６ 多様な発生態様への対応 〈３〉

１ 避難体制の整備 〈４〉
２ 要配慮者対策の強化 〈６〉
３ 被災建築物・宅地の調査体制の整備 〈３〉
４ 消防体制の強化 〈２〉
５ 救急・医療体制の充実 〈５〉
６ 物資備蓄体制の充実 〈16〉
７ 緊急輸送体制の整備 〈12〉
８ 広域連携・支援体制の確立 〈５〉

１ 遺体処理体制の整備 〈１〉
２ 生活相談への対応 〈２〉
３ 応急仮設住宅の早期提供 〈１〉
４ 被災者の健康管理 〈６〉
５ 社会的秩序の確保・安定 〈１〉
６ 復興体制の整備 〈５〉
７ 災害廃棄物の処理対策 〈３〉
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事前対策【ハード】

体制整備

予防型ソフト対策

予防型ソフト対策

予防型ハード対策

発災型ハード対策

事前予防型体制整備

事前予防型体制整備

事後対応型体制整備


